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これからの熊本市を市民の皆様と

ともに創り上げていきましょう。    

熊本市職員募集パンフレットをご覧いただき、ありがとうございます。

熊本市は、中心部にそびえる勇壮な熊本城や清らかな地下水、豊かな緑や美

味しい農産物など、歴史文化と自然の恵み、そして、都市の利便性が調和した

九州中央に位置する政令指定都市です。

熊本は今、世界的な半導体企業の進出などにより、全国から熱い注目を集め

ており、地域経済の活性化をはじめ、観光の振興や国際化など、多方面にわた

る飛躍的な発展が期待されております。

そのような中、今年は、「熊本市第8次総合計画」に基づくまちづくりがスター

トする大変重要な年となります。基本理念に掲げる「市民」と「地域」、そして「行

政」が、それぞれの果たすべき責任や役割を担いつつ、互いに支え合う成熟し

た地域社会を基盤としたまちづくりに取り組んでまいります。

特に、結婚、妊娠、出産等の希望をかなえ、こどもの命と権利を守り、健や

かな成長と安心して産み育てることができる環境を整備していくほか、今後の

活発な経済活動を支える「10分・20分構想」をはじめとする広域交通ネットワー

クの早期実現など、「誰もが憧れる上質な生活都市くまもと」の実現に向け、

全力で邁進してまいります。

このような取組を着実に進めるためにも、積極的に地域へ足を運び、市民の

皆様と徹底した対話の中で、まちの課題を感じ取り、自ら解決策を考え、組織

内での議論を通じて、質の高いサービスを提供する力を求めています。

働く場としての熊本市は、政令指定都市ならではの事業規模やその範囲から、

職員が活躍できるフィールドは多岐に渡り、人事異動を通じて様々な部署で経

験を積むことができます。また、基礎自治体ならではの市民との近さも強みで

あり、自分の仕事が市民の暮らしを支えているという具体的な手応えや達成感

を感じることができます。

柔軟な発想や豊かな感性、溢れる行動力を持った皆さん、熊本市役所の一員

として、市民の皆様とともにこれから始まる熊本の新時代を創り上げていきま

しょう。

多くの皆さんのチャレンジを心からお待ちしています。



豊かな自然と歴史・文化に恵まれ、あたたかい

ふれあいに満ちた地域の中で、お互いに支え

合いながら心豊かで幸せな暮らしが営まれ、

災害に強くだれもが安心して暮らせるまち。

そして、市民一人ひとりが、自分たちが暮らす

まちに誇りを持ち、夢や希望を抱いて、いきい

きと多様な生活を楽しんでいるまち。

そのような、市民が住み続けたい、だれもが住

んでみたくなる、訪れたくなるまち、「上質な

生活都市」を、私たちはめざします。

人口／90,512人

世帯：41,368世帯

※人口・世帯数は令和6年（2024年）1月1日現在の推計人口
※面積は国土地理院公表値

人口／737,944人

世帯／339,008世帯

人口／132,000人

世帯：52,709世帯

熊本駅前広場 世代間交流キャンプ

人口／187,002人

世帯：102,703世帯

人口／190,243人

世帯：83,668世帯

人口／138,187人

世帯：58,560世帯



アプリの機能

　　め　ざ　す　　ま　ち　の　姿
こどもが輝き、若者が希望を抱くまち

ビジョン
Vision 2 市民に愛され、世界に選ばれる、

持続的な発展を実現するまち

ビジョン
Vision 3 市民生活を守る強くしなやかなまち

ビジョン
Vision 4 だれもが自分らしく

いきいきと生活できるまち

豊かな環境を未来につなぐまち

ビジョン
Vision 6 すべての市民がより良い暮らしを

営むまち

安全で良好な都市基盤が
整備されたまち

市民に信頼される市役所

※熊本市第８次総合計画「Ⅴビジョン」
詳しくは　

『こどもの権利サポートセンター』
開設

いじめや暴力、貧困などからこどもの権利を守る
ために「こどもの権利サポートセンター」を令和6
年1月4日に開設しました。
「こどもホットライン」を窓口として、あらゆる相談
を受け、解決に向けた対応を行っています。

『くまもとポイント』制度の
新設

マイナンバーカードと紐づけた「くまもとアプリ」を
導入し、ポイント等のインセンティブを付与すると
ともに、地域活動等への参加を「見える化」しま
す。
また、災害発生時に避難所運営や災害ボラン
ティアの受入れ等にもアプリを活用することで、
的確な避難者支援や被災者支援につなげます。

スタートアップエコシステムの
構築

スタートアップの成長を支援するため、先輩起業
家等のメンターが支援者となり、新たな起業家
を次 と々生み出し、スタートアップの連続創出を
目指す「スタートアップエコシステム」の構築を目
的として、成長段階に応じた伴走型支援や、グ
ローバル展開に関する支援等に取り組みます。

交通体系の最適化
（ベストミックスの構築）

主要渋滞箇所数が政令市ワーストなど深刻な交
通渋滞を解決するため、“10分・20分構想”など
の広域道路ネットワークの形成や、公共交通機
関の機能強化および利便性向上による自家用
車からの転換を図ることで、将来にわたり誰もが
移動しやすい自動車交通と公共交通を最適化
する『ベストミックス』の構築に取り組みます。

く ま も と ア プ リ の イ メ ー ジ

ポイント
関連

災害時

連携

付与

交換

情報
管理

・マイナンバーカードと連携

・地域活動等をした場合
・災害ボランティアに参加した場合
・活動証明書の発行
・商業的利用※令和7年度以降に実施
・避難所入所時の名簿管理
・災害ボランティア受付

検索熊本市第８次総合計画

ビジョン
Vision 1 ビジョン

Vision 5

ビジョン
Vision 7

ビジョン
Vision 8

（出典）熊本都市圏 都市交通マスタープランより



子育て支援、児童虐待防止、
保育所の管理運営など

・こどもの権利サポートセンター
・こども政策課
・こども支援課
・保育幼稚園課
・こども家庭福祉課
・妊娠内密相談センター
・児童相談所  など

文
化
市
民
局

都
市
建
設
局

産業政策の企画調整、商業振
興、企業立地推進、観光振興、
シティプロモーション、イベント
の企画実施、スポーツの振興
など

公文書の管理、条例・規則の
制定改廃、市役所改革、人事
管理、給与・福利厚生、情報シ
ステムの運用管理、庁舎の維
持管理、契約事務の総括など

教育行政の企画調整、学校施
設の管理、教職員の人事・服
務、学校の学習指導、学校教
育や社会教育等の調査研究・
研修、図書館・博物館など

市政全般の総合的企画、重要
政策の立案・調整、行政評価、国
際化施策、海外との都市間交
流、本庁舎等の整備、市政広報、
秘書、広聴活動、防災対策など

・経済政策課 ・雇用対策課
・企業立地推進課
・起業・新産業支援課
・観光政策課 ・誘致戦略課
・動植物園 ・スポーツ振興課
・イベント推進課　など

・農業政策課
・農業支援課
・農地整備課
・北東部農業振興センター
・西南部農業振興センター
・水産振興センター　など

・総務課　・法制課
・改革プロジェクト推進課
・人事課　・労務厚生課
・管財課　・情報政策課
・デジタル戦略課
・契約政策課　など

・政策企画課
・データ戦略課 ・国際課
・庁舎建設課 ・秘書課
・広報課 ・広聴課
・危機管理課 ・防災計画課
・東京事務所　など

・総務課　・管理課
・予防課　・指導課
・警防課　・情報司令課
・救急課
・各消防署/出張所

・区民課
・まちづくりセンター
・土木センター
・福祉課　・保護課　
・保健こども課  など

・環境政策課 ・脱炭素戦略課
・水保全課 ・廃棄物計画課
・事業ごみ対策課
・西部クリーンセンター
・東部クリーンセンター
・東部環境工場 など

・総務課
・議事課
・政策調査課

議
会
局

こ
ど
も
局

区政の総合調整、市民協働・
地域コミュニティ活動の推進、
人権啓発、文化芸術の振興、熊
本城の管理など

都市計画の策定・調整、交通政策、市街地再
開発事業、景観整備、建築行政の企画調整、
住宅政策の企画調整、市営住宅の整備管
理、空き家対策、市有建築物の整備管理、土
木関連事業の企画調整、用地調整など

保健・医療・福祉行政の企画
調整、高齢者福祉、障がい者
福祉、動物愛護、国民健康保
険など

・地域政策課
・地域活動推進課
・人権政策課
・男女共同参画課
・文化政策課
・熊本城総合事務所  など

・財政課　・債権管理課
・資産マネジメント課
・税制課　・市民税課
・固定資産税課
・納税課

・健康福祉政策課
・健康づくり推進課
・国保年金課  ・高齢福祉課
・障がい福祉課
・健康危機管理課
・感染症予防課
・動物愛護センター など

・教育政策課
・教育改革推進課
・学校施設課
・図書館　・博物館
・指導課　・学務支援課
・教職員課  ・各学校　など

・監査事務局
・人事委員会事務局
・選挙管理委員会事務局
・農業委員会事務局

※令和6年（2024年）4月1日現在

※P9～14「STAFF VOICE」、P15～16「LIFE STORY」、P17「WORK LIFE BALANCE」の職員の所属等は、取材当時の内容です

・都市政策課
・交通企画課
・営繕課
・道路整備課
・用地課

・都市デザイン課
・住宅政策課
・設備課
・道路保全課
・みどり政策課

・建築指導課
・空家対策課
・道路計画課
・河川課
など

　市役所は国や県に比べ、より住民生活に密接に関わる仕事が多いのが特徴です。

　例えば事務職では、市役所本庁や区役所等での窓口業務、税務部門での外勤業務、福祉部門での相談

指導業務などがありますが、どの局、どの職種においても住民生活に密接に関わり、住民と接する機会

が多い点が特徴です。

　また、市政全般の企画、開発、予算編成、調査、研究部門など多種多様な仕事があります。

臨床検査技師







県外の病院で助産師として働いてい
ましたが、自分が育った熊本市への
地域貢献とスキルアップを図りたいと
思い、熊本市民病院を志願しました。
当院は総合周産期母子医療センター
として、県下の母子医療の最後の砦
の役割を果たしています。私が所属す
るNICUには様々な疾患を持った児
が入院しており、親と離れ小さい体で
懸命に生きる姿にこちらも元気をもら
いながら励む日々。ここで専門的な経
験を積み、スキルをいかすことで、熊
本市で安心して出産・育児ができる
母子の“心のよりどころ”づくりに繋が
るはずです。地震の痛みを乗り越え新
しくなる市民病院※で、熊本市の医療
を共に支えましょう！　※2019年10月開院





1年につき20日 （4月採用は15日）

各々8週間

養育しようとする子が3歳に達する日の前日まで

夏季休暇、結婚休暇など各種休暇制度あり

1．キャリア形成
多様な職務経験の機会提供、専門的な知識・技能を有する職員の育成、
公平・公正な人事評価と評価結果の活用、主体的なキャリア形成の支援

2．職員研修
自己研鑽・自己啓発の活性化、職場研修の活性化、効果的な研修の計画
及びその実施

3．職場環境づくり
働きがい、働きやすさにつながる環境づくり、組織風土・文化の変革

成長を支援する取組

事務職・学校事務職・社会福祉職・保健師・
心理相談員・技術職・文化財専門職・
学芸員 (4年制大学卒業）

助産師 (4年制大学卒業）

獣医師・薬剤師 (6年制大学卒業）

看護師 (短期大学3年課程卒業)

理学療法士 (短期大学3年課程卒業)

保育士・給食栄養士 (短期大学2年課程卒業)

事務職・学校事務職・技術職

消防職 （大学卒業程度）

消防職 （高等学校卒業程度）

事務職・技術職 (大学卒業・採用時30歳・
8年勤務実績の場合)

動物専門職 (大学卒業・採用時30歳・
8年勤務実績の場合)

配偶者 6,500円  その他扶養親族に応じて支給

上限額 27,000円

上限額 55,000円

合計4.5月分、年2回支給(6月、12月)
※採用初年度は合計2.925月分

204,500円

232,700円

218,700円

225,800円

195,300円

185,400円

171,300円

212,500円

181,400円

250,000円

250,000円

大学卒業
程度

短期大学
卒業程度

社会人
経験者

高等学校
卒業程度

消防職

試験区分 職種 初任給月額

※いずれも令和6年（2024年）4月1日現在の内容です。

※令和6年（2024年）4月1日現在※【参考】令和４年 熊本市職員（教職員除く）の合計特殊出生率 1.98（令和４年 全国平均：1.26）

部分休業・子育て支援時間（New）

チーム志向

熊本市の職員成長・育成方針
時代の変化や市政の課題に、的確に対応できる
知識・能力を持った、政令指定都市にふさわしい
職員を育成するとともに、成長を支援します。

「自ら考え、自ら見直し、自ら行動する職員」
備えるべき4つの行動姿勢（志向）

☑ 市民の利益を第一に考え行動する

☑ 公平・公正な市民サービスを提供する

☑ 人権意識を持ち、誠意ある応対をする

☑ 最高の成果をめざし考え仕事をする

☑  未来を想像し実現への創意工夫をする

☑ 失敗を恐れず前向きにチャレンジする

☑ 自ら学び、成長する

☑ 積極的に自分事としてとらえる

☑ 自分の考えを持ち仕事をする

☑ 目標を共有し一丸となる

☑ つながりあいチームとして機能する

☑ チームとして個々の特性を活かす

扶養手当

住居手当

通勤手当

期末・勤勉手当

勤務時間

年次有給休暇

産前産後休暇

育児休業

その他

原則、月～金曜日 8:30～17:15
（土日祝日、年末年始休み）
※業務に支障がなければ、7時30分～10時00分の間30
分単位の勤務時間の繰上げ・繰下げが可能
※職種や勤務場所によって異なる場合あり

勤務パターンを5種類から選べる。例
えば「土日を週休日とし、1日あたり3時
間55分（週19時間35分）勤務」など。

勤務パターンを8:00～16:45に繰上げ、
又は9:15～18:00に繰下げなど5種類
から選べる。

早出・残業等（時間外勤務）の
免除を請求できる。

深夜勤務（午後10時～午前
5時）の免除を請求できる。

勤務時間の始め又は終わりに、2時間の範囲内で
勤務しないことができる。夫婦とも市職員の場合、
それぞれ2時間以内で取得でき、同じ時間帯でも
可。令和6年度から子の対象を小学6年生まで拡
大（障がいがある子は18歳に達する3月31日まで）

男性職員が、配偶者の出産をサポートするため
の特別休暇。
出産予定日の前2週間～出産翌日2週間以内
で、3日以内取得可。産院への送迎日＋出産当
日などに利用できる。

3歳の誕生日の前日まで、育児のため1日のうち
2回以内、90分以内（1回少なくとも30分）で取
得可。例えば、「45分＋45分で1日2回」取得す
る方法と、「30分のみ1回」など選べ、保育園の
送迎などにも利用できる。


